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一昭和22年~平成24年一婚姻件数及び婚姻率の年次推移
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今までに結婚していない理由

今まで結婚していない理由として、結婚後の生活資金の不足をあげている人が3害IJ超となっている。。
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(注1)内閣府f結婚・家族形成に関する報告書書J(平成23年3月)より作成。

0.主2) 20代・30代をアンケ トの対象としている。

0.主3) 6，973人からアンケートの回答を得ている。
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子供が欲しくない理由

O 子供が欲しくない理由として、経済的余裕がないことをあげている人が4割弱となっている。
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(注2) 20代・30代をアンケートの対象としている。なお、既婚者については結婚3年以内を対象としている。

(注3) 子供が欲しくないと回答した1，355人からアンケートの図答を得ている。
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(経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来J委員会 資料)

〔これまでの議論の中間整理〕
未来への選択 人口急減・超高齢社会を超えて、日本発成長・発展モデルを構築

【確実な未来】 【現状のまま何もしない場合の未来像】

50年後も、人口減少が続き、加速。

現状のままでは、『人口急減・

超高齢社会」の到来

-プラス成長を続けることは困難になり、 マイナス成長が定着

・「人口オーナス」と「縮小スパイラルJの双方が作用し、国民生活低下のおそれ

.女性、高齢者、若者が活躍できない労働市場のニ極化、 格差の固定化・再生産

.地方で4分の1以上の自治体が消滅可能性、東京では超高齢化
人口 (2013年)12，730万人→ (2060年)8.674万人

減 I2008~2013年 企16万人/年
少イ 2010年代後半""'2020年代初頭企50~60万人/年
幅 L2040年代初頭 企100万人/年 ・医療・介護費の増加により財政破たんリスクの高まり

高齢化率 (2013年)25% → (2060年)40%

①人口

50年後に1億人程度
にの場合、その一世代後
には微増に転じる)

-国民の希望どおり子
どもを産み育てられる

霊童によりJ箆ム翠
産金ムEを保持

-資源配分を高齢者か
ら子どもヘシフト、血
FF・干育て支援杏倍増。
費用は現世代で負担

.子どものための政策
推進

成長・発展(早期に)

アベノミクスを機に長期の

発展経路へ

人口・地域(2020年目途)

人口減少が加速する前に

トレンドを変える

2020年のその先へ

持続的・安定的に成長・

発展する経済社会

-制度、政策や人々の意識が速やかに変われば、「人口急減・超高齢社会Jへの流れは変えられる

-若い世代や次の世代が豊かさを得て、結婚し、子どもを産み育てることができるよう集中して改革・変革

②成長・発展--， ./ ③人の活躍 一...， _，，-④地域の未来-，~⑤信頼・規範

経済を世界に聞き、 年齢、性別に関わら 個性を活かした地域

「創意工夫による新た ず能力発揮 戦略、集約・活性化 公共心など社会の土

な価値の創造Jにより、 台を大切にする

成長し続ける -男女の働き方改革に -新しい発想、で資源を
より、能力や意欲に応 利活用し、働く場所を -日本の国土に育まれ

-イノベーションが生産 じた活躍の機会充実 2三盃(農業、観光等) た伝統注・文化当美意識ミ

性向上の切り札 • 70歳まで働ける社会 . r集釣・活性化」による 価値観の継承・発信

-産業・企業の「新陳代 (新生産年齢人口) コンパクトな地域・地方 -国際貢献やルールづ
謝・若返~ゲイナミス五) 中枢都市圏域の形成 くりへ参加、世界に発
-オープンな国づくりと、 -未来の技術や産業に

信し続ける適応したプレイヤーの -東墓への若者の人口外国人材の戦略的受
け入れ 育成 流出を抑制 -社会保障制度や財政

- 債務残高対GDP比~ -格差の再生産の回避 -東日本大震災の復興 の持続可能盤の確保
下げ等の坦確な目標 を地域のモデルに
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未来への選択〔これまでの議論の中間整理)(抄)
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現状のまま何もしない場合、私たちには極めて厳しく困難な未来が待ち受けている。しかし、制度、政策、人々の意識が速やかに変わる

ならば、未来は変えることができる。

日本経済は、アベノミクスによって、長く続いてきたデフレからの脱却が視野に入りつつある。この景気回復の動きを確実なものとしつ

つ、持続的な成長・発展につなげていくためには、経済社会の構造変化を見据えながら、現状のまま何もしない場合に直面するであろう困

難な未来像を予想し、そうした未来とは別の未来へ到達するための中長期的な政策の枠組みを明らかにしていく必要がある。

こうした観点からの検討のため、本年1月に経済財政諮問会議の下に f選択する未来」委員会が設置された。本委員会では、人口急減・

超高齢化とし、う未来が近づいていることを直視した上で、 2020年頃を節目としつつ、半世紀後までを展望しながら、中長期的な課題とそ

の克服に向けた対応の方向性を示すべく、議論を進めてきた。

本報告は、これまでの議論をもとに、本委員会としての基本的な考え方を整理したものである。国民各層、現状を変革することができる

現役世代と未来を担うことになる次世代の双方の多くの方々に、本報告のメッセージが届き、「未来への選択Jに向けた新しい動きが生ま

れるきっかけとなることを期待したい。

i I今後 50年、人口減少社会が続く|

未来はあらゆる可能性を秘めている。今後半世紀先、新しい科学技術やビジネスによって、私たちの日常生活は予想もできない変化を遂

げているだろう。さらに、グローパル化や IT化が一層進み、世界情勢は大きく変わっているかもしれない。未来は不確実性に満ちている。

しかし、一つだけ確かなことがある。それは、今後 50年、人口減少社会が続くということである。

日本の総人口は、現状の出生率の水準が続けば、 50年後には約 8.700万人と現在の 3分の 2の規模まで減少する。そして、ム旦2血4

割が 65歳以上というかつて経験したことのない著しい f超高齢社会!になる。仮に、 2030年までに合計特殊出生率が人口置換水準であ

る2.07まで急速に回復し、それ以降同水準を維持したとしても、 50年後には人口は約 1億 600万人まで減少し、人口減少が収まるまで

には今から約 80年の期間を要することになる。

さらに注目すべきは、人口減少のスピードである。人口は、 2008年に 1億 2，808万人でピークとなり、その後 2013年までに年平均 16

万人ずつ減少してきた。現状の出生率の水準が続けば、人口減少はさらに加速し、 2010 年代後半から 2020 年代初頭には年平均 50~60 万
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人減、 2040年代初頭には年平均 100万人減となる。これから私たちは、経験したことのない速さでの人口減少に直面することとなる。こ

の「人口急減Iは、労働力人口の減少、経済成長の鈍化、地域経済の縮ノJ¥，社会保障や国・地方の財政の持続性の危機など、私たちの未来

に大きな影響を及ぼしていく。

加えて、グローパノレ化、 IT化等の世界の潮流に適切に対応できなければ、危機は一段と深刻となろう。

私たちは、まず f人口急減・超高齢社会Jとし、う未来が間近に近づきつつあることを再認識し、危機意識を共有すべきである。その上で、

悲観的に考えるのではなく、前向きに思い切った改革を進めていく必要がある。

|E未来は変えられるi
1 現状のまま何もしない場合の未来像

「人口急減・超高齢社会jによって生じる影響に対する危機意識を共有するため、あえて日本の経済社会が現状のまま推移した場合に訪

れる未来像を描いてみよう。

① マイナス成長:経済規模の縮小

日本経済は、近年、労働力人口の減少に加え、生産性上昇率の低迷により、潜在成長率が低下を続けてきた。今後、労働力人口の減少が

さらに加速する中、生産性上昇率が低迷している現状を放置すれば、日本終済全体でプラス成長を続けることは困難になる。

経済規模が縮小すると、海外経済や国際金融市場等の影響を受けやすくなり、経済活動の短期的な振れ幅(ボラティリティ)が大きくな

る恐れがある。また、グローパノレ化、アジア新興国の成長の中で、日本の経済規模が国際的な比較において相対的に縮小する。

② 人口オーナスと縮小スパイラル:規模の縮小が国畏生活の低下を招く

人口に占める働く人の割合が低下し、働く人よりも支えられる人が多くなる「人口オーナスjに直面し、経済成長の重荷となってし、く。ま

た、急速な人口減少が、国内市場の縮小をもたらし、投資先としての魅力を低下させ、さらに人々の集積や交流を通じたイノベーションを

生じにくくさせることによって、一旦経済規模の縮小が始まると、それが更なる縮小を招くという「縮小スパイラノレj に陥る恐れがある。

「人口オーナスJと「縮小スパイラノレj の双方が強く作用する場合には、国民負担の増大が経済の成長を上回り、実際の国民生活の質や

水準を表す一人当たりの実質消費水準が低下する恐れもある。

③ 格差の固定化"再生産

労働市場は、長時間労働につながりやすい正社員と、雇用が不安定でキャリア形成が難しい非正規社員とに二極化している。若者は新卒

時に正社員として雇用されるか否かで大きく道が分かれ、再チャレンジすることが難しい。女性や高齢者のカは十分に引き出されていない。

こうした状態が続き、労働力不足を補うために長時間労働がさらに深刻化し、ワークライフバランスも改善されず、少子化がさらに進行し

ていく。また、労働市場の二極化が続くことで、格差が国定化・再生産されて、社会から取り残され、未来に希望の持てない人々も増加し

ていく。
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⑤ 財政破たんリスク、国際的地位の低下

高齢化の進行に伴い医療・介護費を中心に社会保障給付費の増加傾向は一段と強まる。また、家計や企業等の純貯蓄が減少する一方、財

政赤字が十分に削減されなければ、経常収支黒字は構造的に縮小していき、国債の消化を海外に依存せざるを得ない状況となる。その結果、

利払い費負担が増加する恐れがあるとともに、国際金融市場のショックに対して脆弱な構造になる。財政健全化の道筋に沿って財政赤字を

着実に削減できなければ、財政の国際的信認を損ない、財政破たんリスクが高まることになる。また、国際社会に貢献する力も弱まって世

界での存在感も低下していく。

2. r未来への選択j

(中略)

しかし、今から過去を変えることはできない。そこで、この変化が経済社会全体にもたらす厳しく困難な未来を回避するためには、これ

から、若い世代やさらに次の世代が豊かさを得て、結婚し、子どもを産み育てることができるよう、そこに集中して改革・変革していくし

かないn 制度、政策や人々の意識が速やかに変われば、「人口急減・超高齢社会」への流れを変えることはできると本委員会は考えている。

またその際に重要なことは、人口構成の不均衡の改善や、経済全体の持続的な成長の実現といったマクロ的な視点と、女性や若者をはじ

めとして、人々や地域社会が伸び伸びと個性や能力を発揮し、豊かさや幸せを感じられるというミクロ的な視点が有機的に結びついている

ことである。

これらの視点からの改革・変革はいずれも欠くことができない。未来は変えられるという強し、意思をもって実行することができるか、否

か。それが f未来への選択j である。

① 危機意識を共有し、 50年後!こ 1億人程度の安定した人口構造を保持することを目指す

「人口オーナスj と「縮小スパイラノレ!によって国民生活が低下する事態に陥ることを回避するためには、様々な経済活動や社会的機能

の担い手となる人口を、将来においてもある程度の規模で保持することが必要であるn 国民の希望どおりに子どもを産み育てることができ

る環境をつくることによって、人口が 50年後においても 1億人程度の規模を有し、将来的に安定した人口構造を保持する国であり続ける

ことを目指していく。

② 経済を世界に開き、「創意工夫による新たな価値の創造Jにより、成長し続ける

成長・発展を続けていくことは、国民生活の質や水準を維持する上で必要不可欠であるn 人口減少下においても、付加価値生産性の向上、

労働力参加率の上昇、国内資本の蓄積を促すことによって、持続約な終済成長を実現することは可能である。ブランド等の知識資本の活用、

マーケティングの革新等により、付加価値の高い新しい財・サービスや新たな需要を創出し、経済活動のダイナミズムを生み出す。また、

経済を世界にオープンにし、世界中からヒト、モノ、カネ、情報が集積する経済を目指してし、く。これにより、生産性をどこまで高められ

るかが経済成長の鍵となる。 r縮小スパイラルJに陥ることを回避し、活力と競争力のある経済をつくり、成長し続けていく。

③ 年齢、性別に関わらず意欲、個性や能力に応じて活躍できる制度、仕組みを構築する
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人々が豊かさやき善せを感じられる経済社会を築いていくためには、女性、若者、高齢者をはじめ、すべての人々が意欲、個性や能力に応

じて活躍できるようにしていくことが重要である。このため、年齢、性別、時間、場所に関係なく働くことができ、また、働くことが生き

がいや誇りとして感じられる社会を構築してし、く。また、多様性が尊重され、多様なライフコースが選択でき、仮に失敗しでも意欲があれ

ば、その能力と個性を伸ばし、だれもが何度でもチャレンジできる環境を整えていく。

④個性を活かした地域戦略と『集約・活性化」を進め、働く場所をつくる

今後、地域の中で進む人口減少と高齢化によって、経済活力の低下だけでなく、コミュニティ崩壊や行政サービスの水準低下が懸念され

る。このため、個性を活かした地域戦略を推進するとともに、地域の再生に向けて、空間的にメリハりのある f集約・活性化」を進め、男女

の各世代が働く場所を創出し、魅力ある地域社会が全国に展開する国を目指していく。また、東京への若者の人口流出圧力を抑える一方、

東京は多様な人材が協働して新しいものを生み出すグローパル都市の地位を確保していく。

⑤基盤的な制度、文化、公共心など社会を支えている土台を大切にする

社会保障や財政等の基盤的制度の持続可能性や国際的信認を引き続きしっかりと保っとともに、歴史と伝統に育まれた日本固有の文化や

公共心、地域での自助・共助の取組などを受け継ぎ、安全・安心の基盤を確保する。

|E未来を変えるための時間及び改革・変革の方向倒

今後 50年先の望ましい未来を目指して、まず経済の長期低迷から早期に抜け出した上で、 2020年を目途に大きくトレンドを変え、さ

らにその先を展望するという明確な時間軸を持って、①人口、②成長・発展、③人の活躍、@地域の未来、⑤信頼・規範に関わる課題に、

スピード感をもって重点的に取り組んでいく必要がある。

(中略)

1 .人口:子どもを産み育てる環境の整備により 5印0年後に 1億人穏度の人口保持

扇誠碍珂扇繭幅題配戸と

将来的に一定規模の人口を保持し、安定的な人口構造を保持していくためには、出生率の回復が不可欠である。

@ 人口急減・超高齢化という人口動態への対応は、効果発現までに複数の世代が必要になる。出生率回復が 10年遅れると 50年後の

人口はさらに約 300万人減少するというように、スタートが遅れるにつれ、将来の人口規模・構成に大きく影響する。このため、

若者が結婚し、子どもを妊娠し、産み育てやすい環境づくりに、盟、自治体、企業を含め社会全体で早急に取り組む。

2. 中長期的な経済成長と発展:経済を世界に開き、「創意工夫による新たな価値の創造」により成長し続ける

i 長期的課題と改革・変革の方向性 | 

| 人口急減・超高齢社会においても、国民生活の豊かさを維持するために、経済全体の成長を持続させていくことが必要である。全J
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3.人の活躍:年齢、性別にかかわらず能力発揮

戸 ;問性
男女の働き方を改め、出産・育児と仕事の両立がしやすい環境をつくることで、男女が共に持てる能力を発揮することができる社

会を構築するとともに、女性の労働力率のM字カーブを解消していく。

@ 人生のあらゆる場面で、何度でもチャレンジできる社会をつくってし、く。また、元気な高齢者が経験や能力を活かし、仕事や社会

活動を通して活躍できる社会を実現してし、く。

@ 子どもの潜在能力を開花させ、未来のプレイヤーになれる人材を育成していく。

4. 地域の未来:偲性を活かした地域戦略と集約・活性化

「蛾戸高両面 i • 4分の 1以上の自治体の ri隠滅可能性」が危f具されるとともに、若者を中心に地方圏から東京圏への人口流出が止まらず、地域経|

済の悪循環をもたらしている。他方、東京圏への一極集中は、災害に対する脆弱さや高コスト構造を招き、グローパル都市として|

の競争力低下が懸念される。 I
z、地域で活躍する多様な主体は、地域の再生に向けて、個性を活かした地域戦略と「集約・活性化」を「新しい1
:進めることが必要である。閣は明確な地域の展望を示しながら、地域再生のための柔軟で効果的な制度の枠組みi

しこれ以上の人口集中を抑制しつつ、東京のグローパル都市としての競争力を強化していく。 I
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まち・ひと・しごと創生本部決定基本方針(抄)

1 . 基杢皇霊
地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服する。

平成26年9月12B

まち・ひと・しごと創生本部決定

そのために国民が安心して働き、希望通り結婚し子育てができ、将来に夢や希望を持つことができるような、魅力あふれる地方を創生し、

地方への人の流れをつくる。人口減少・超高齢化社会という危機的な現実に直視しつつ、景気回復を全国津々浦々で実感できるようにするこ

とを目指し、従来の取組の延長線上にはない次元の異なる大胆な政策を、中長期的な観点から、確かな結果が出るまで断闘として力強く実行

していく。

2 基杢血盟皇
50年後に 1億人程度の人口を維持するため、 f人口減少克服・地方創生!とし、う構造的な課題に正面から取り組むとともに、それぞれの「地

域の特性」に即した課題解決を図ることを目指し、以下の 3つを基本的視点とする。

( 1 ) 若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現

人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望通り結婚・出産・子育てをすることができる社会経済環境を実現する 0

3. 検討項目と今後の進め方

( 1 ) 検討項目

各本部員は、基本目標の実現のため、以下の項目について集中的に検討を進め、改革を実行に移す。

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるn

4. 取り組むに当たっての基本姿勢

人口減少克服・地方創生のためには、具体的な政策目標を掲げ、その実現に向けて従来型の発想にとらわれず英知を結集し、あらゆる効

果的な政策手段を総動員しなければならない。「縦割引を排除するとともに、個性あふれる「まち・ひと・しごとJ創生のため、全国どこ

でも同じ枠にはめるような手法は採らない。そのためには、地方自治体等が主体的に取り組むことを基本とし、その活気あふれる発意をく

み上げ、民間の創意工夫を応援することが重要となる。本部員は、こうした点を踏まえ、以下の基本姿勢で取り組む必要がある。

③ 人口減少を克服するための地域の効果的・効率的な社会・経済システムの新たな構築を図り、税制・地方交付税・社会保障制度をはじ

めどしたあらゆる制度についてこうした方向に合わせて検討する。
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働き方の選択に対して中立的な税制等についての有識者ヒアリングのポイント
(第7回総会 26年5月9日)

103万円以下に就労調整す;:s傾向は依然として見られ
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